
日　時：令和４年７月22日（金）
	 午後６時30分～午後８時
場　所：茨城県水戸生涯学習センター　大講座室
内　容：「相続の基礎　戸籍の読み方・集め方」
　　　　講師　　立木　舞　先生

　令和４年度「第２回業務研修会」が、茨城県水戸
生涯学習センターにて開催されました。
　今回のテーマは「相続の基礎　戸籍の読み方・集
め方」で、相続関係業務に豊富な経験をお持ちであ
る立木　舞　先生に講義をしていただきました。
　まず、相続関係業務の基礎的な内容について、実
際の手続の流れを踏まえて丁寧に説明していただき
ました。
　その後、集める必要がある戸籍について、相続人
のタイプごとに解説していただきました。相続人の
タイプの具体例とともに説明していただけたことで、
これから相続業務を行われる先生方にとって、大い
に参考になったと思われます。

　続いて、戸籍の読み方の講義がなされました。解
説では、難読漢字の読み方の説明に加えて、改製原
戸籍についても、その歴史的変遷を踏まえながら説明
がなされました。戸籍の形式は、市町村ごとに多種
多様な形式があるため、読み解くのに苦労されること
が多いと思われます。その中で、時代ごとの改製原
戸籍の特徴という、戸籍制度の大枠の理解は、今後
の作業効率の上で大いなる指針になると思われます。
　ありがとうございました。

第２回　業務研修会

　令和２年４月１日、市民が安心を感じられる住み
やすいまちを実現していくために、水戸市は中核市
へ移行いたしました。
　これにより保健衛生行政について、水戸市は新た
に水戸市保健所を設置し、運営を開始しております。
　水戸市保健所は、この度の新型コロナウイルス感
染症が蔓延する中で、地域住民のために多大な貢献
をしてくださいました。そして、今後コロナ禍の影
響から経済が回復する過程でも、その役割はますま
す増えていくと思われます。これに伴い、行政書士
として関わられる先生も増加していくことでしょう。
そこで、今回は水戸市保健所の中から特に行政書士

と関わりの深い、医事薬事室、環境衛生係、食品衛
生係をご紹介いたします。

【ご紹介】水戸市保健所

水戸市保健所は、茨城県中央保健所の西の建物です。
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水戸支部

行政書士のためのデジタル化社会への備え②
研修内容

『許認可申請の電子化』『マイナンバー制度の普及』『電子契約の推進』等をはじめとする
社会のデジタル化に向けた茨城県としての取り組みについて講義を戴き、そうした状況の
中で行政書士にできることは何か、を考える一助にします。

日　　時 令和４年12月５日（月） 午後１時30分～午後３時
場　　所 Zoom（オンライン配信方式）にて実施します。事務所や自宅で受講できます。
講　　師 茨城県政策企画部情報システム課　ご担当者様
参 加 費 無料 定　　員 100名（会員・補助者対象）
申込方法 本会ホームページ「研修会のご案内」からお申込みください。
申込期限 令和４年11月28日（月） 担　　当 市民法務部（第２回）
資　　料 本会ホームページ「研修会のご案内」からダウンロードしてください。

受講方法
「Zoom」を使用します。（無料にてご利用可能です。）
受講にはインターネットに接続されたスピーカー付きのパソコン（またはスマートフォン、タブレット等）が必要で
す。事前に操作方法等を各自ご確認ください。
※音声や映像の途切れを防ぐため、有線でのインターネット接続をおすすめいたします。

注 意 点
①ログインＵＲＬ及び配信資料を他人に譲渡・公開しないこと。
②本講義資料の全部または一部を他の研修会等の教材・資料として使用するなど、著作権侵害行為をしないこと。
③講義中継の録画、録音、キャプチャー、スクリーンショットをしないこと。
④研修会内容を動画配信、ＳＮＳ配信及びブログ等への掲載をしないこと。
⑤質問は講師がこれを許可した場合に限ること。

そ の 他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場での研修会開催はありません。
・Zoomに関する問い合わせ窓口等は設けておりません。
　視聴環境や視聴方法については、事前にご自身でご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症等の影響により、日程の変更や中止の可能性があります。その際は本会ホームページ
にてお知らせいたします。

※　新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止になる場合があります。

研修のご案内
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（環境衛生係から一言）
　日常生活に密接にかかわる生活関連営業施設は、時代のニーズを捉え多様な形態や新たなサービスが提供
され続けています。例えば、まつ毛エクステや、テントを利用したサウナ、ロッカー等による洗濯物の受取
りなど様々あります。そのため、保健所では、申請時等には営業者の方から詳細に業務内容を聞き取ること
が重要な作業となっております。
　行政書士会の皆様方には、ご理解とご協力をお願いします。

【食品衛生係】
　食品衛生係は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることに
より、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することで、地域住民の健康の保護を図っています。
　具体的な業務としては、飲食店や食品販売、製造などの営業施設の許可や、これらの施設への監視指導や
食品衛生に関する知識の普及啓発のための講習会などを行っております。
　また、市民から寄せられる食品衛生に関する相談への対応や、食中毒が起きたときの患者や施設の調査、
食中毒の原因施設への行政処置や改善指導なども行っております。

（食品衛生係から一言）
　令和３年６月に改正食品衛生法が
完全施行され、全ての食品等事業者
におけるHACCPに沿った衛生管理
の義務化や、34業種の食品営業が32
業種に見直されるなど大きな改正が
ありました。現在、旧制度と新制度
の過渡期となりますが、水戸市には
レストランや居酒屋などの飲食店の
営業許可件数が約3,000件、その他の
食品関係営業許可件数が約1,000件あ
ります。HACCPに沿った衛生管理の
義務化に伴い、窓口において専門的
な相談や情報提供に努めております。

　運営開始から２年が過ぎ、すでに水戸市保健所に
各種申請や届出の提出を行われた先生もいらっしゃ
ると思われます。どの担当者も、親切で、丁寧に対
応してくださいます。
　取材の日は、新型コロナウイルス感染症の第７波
の拡大が顕著になり始めてきたころで、職員の皆様
の「水戸市民の健康を守ろう」という気概がひしひ
しと感じられました。
　お忙しい中、取材にご協力いただき、ありがとう
ございました。
水戸市保健所
　住　所　　茨城県水戸市笠原町993-13
　業務（利用）時間　　午前８時30分午後５時15分まで
　休業日　　土曜日、日曜日、祝日、12月29日～１月３日

※　	水戸支部では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じたうえで、管轄の全ての市と町におい
て、無料相談会を実施しております。

	 （通信員　宇野　雅彦）

食品衛生係は、北庁舎２階の保健衛生課の中
にあります。 食品衛生係ご担当の　布施　清夏さん

北庁舎２階のご案内
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【医事薬事室】
　医事薬事室は、医療法など医事
関係法規や薬機法など薬事関係法
規に基づく許認可業務を行うこと
で、安心して医療の提供を受けら
れる環境をつくり、地域住民の健
康の保持及び推進を図っています。
　具体的な業務としては、病院、
診療所、助産所等の開設許可、届出、
立入検査や、薬局、医薬品販売業
等の許可、届出、監視指導などを
行っています。
（医事薬事室から一言）
　医事及び薬事関係手続きは多岐
にわたるので、事前にご相談いただ
けると幸いです。

【環境衛生係】
　環境衛生係は、市民の日常生活に
密接な関係を持つ環境衛生営業施設
についての許可、届出及び監視指導
を行うことで、施設の衛生を確保し、
地域住民の公衆衛生の向上及び増進
を図っています。
　具体的な業務としては、旅館・公
衆浴場・興行場の許可、監視指導な
どや、理容所・美容所・クリーニン
グ所の届出、監視指導、また特定建
築物に関する届出など、広く生活衛
生に関係する10本の法律を所管して
います。

医事薬事室は、北庁舎２階の保健総務課の中
にあります。 医事薬事室ご担当の　鈴木　恵理奈さん

水戸市保健所は、北庁舎と南庁舎からなり、申請を受け付けている各課
は、北庁舎の２階にあります。 階段を上って左折すると、申請各課があります。

環境衛生係は、北庁舎２階の保健衛生課の中
にあります。 環境衛生係ご担当の　田村　葉月さん
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（環境衛生係から一言）
　日常生活に密接にかかわる生活関連営業施設は、時代のニーズを捉え多様な形態や新たなサービスが提供
され続けています。例えば、まつ毛エクステや、テントを利用したサウナ、ロッカー等による洗濯物の受取
りなど様々あります。そのため、保健所では、申請時等には営業者の方から詳細に業務内容を聞き取ること
が重要な作業となっております。
　行政書士会の皆様方には、ご理解とご協力をお願いします。

【食品衛生係】
　食品衛生係は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることに
より、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することで、地域住民の健康の保護を図っています。
　具体的な業務としては、飲食店や食品販売、製造などの営業施設の許可や、これらの施設への監視指導や
食品衛生に関する知識の普及啓発のための講習会などを行っております。
　また、市民から寄せられる食品衛生に関する相談への対応や、食中毒が起きたときの患者や施設の調査、
食中毒の原因施設への行政処置や改善指導なども行っております。

（食品衛生係から一言）
　令和３年６月に改正食品衛生法が
完全施行され、全ての食品等事業者
におけるHACCPに沿った衛生管理
の義務化や、34業種の食品営業が32
業種に見直されるなど大きな改正が
ありました。現在、旧制度と新制度
の過渡期となりますが、水戸市には
レストランや居酒屋などの飲食店の
営業許可件数が約3,000件、その他の
食品関係営業許可件数が約1,000件あ
ります。HACCPに沿った衛生管理の
義務化に伴い、窓口において専門的
な相談や情報提供に努めております。

　運営開始から２年が過ぎ、すでに水戸市保健所に
各種申請や届出の提出を行われた先生もいらっしゃ
ると思われます。どの担当者も、親切で、丁寧に対
応してくださいます。
　取材の日は、新型コロナウイルス感染症の第７波
の拡大が顕著になり始めてきたころで、職員の皆様
の「水戸市民の健康を守ろう」という気概がひしひ
しと感じられました。
　お忙しい中、取材にご協力いただき、ありがとう
ございました。
水戸市保健所
　住　所　　茨城県水戸市笠原町993-13
　業務（利用）時間　　午前８時30分午後５時15分まで
　休業日　　土曜日、日曜日、祝日、12月29日～１月３日
※　	水戸支部では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じたうえで、管轄の全ての市と町におい
て、無料相談会を実施しております。

	 （通信員　宇野　雅彦）

食品衛生係は、北庁舎２階の保健衛生課の中
にあります。 食品衛生係ご担当の　布施　清夏さん

北庁舎２階のご案内
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【医事薬事室】
　医事薬事室は、医療法など医事
関係法規や薬機法など薬事関係法
規に基づく許認可業務を行うこと
で、安心して医療の提供を受けら
れる環境をつくり、地域住民の健
康の保持及び推進を図っています。
　具体的な業務としては、病院、
診療所、助産所等の開設許可、届出、
立入検査や、薬局、医薬品販売業
等の許可、届出、監視指導などを
行っています。
（医事薬事室から一言）
　医事及び薬事関係手続きは多岐
にわたるので、事前にご相談いただ
けると幸いです。

【環境衛生係】
　環境衛生係は、市民の日常生活に
密接な関係を持つ環境衛生営業施設
についての許可、届出及び監視指導
を行うことで、施設の衛生を確保し、
地域住民の公衆衛生の向上及び増進
を図っています。
　具体的な業務としては、旅館・公
衆浴場・興行場の許可、監視指導な
どや、理容所・美容所・クリーニン
グ所の届出、監視指導、また特定建
築物に関する届出など、広く生活衛
生に関係する10本の法律を所管して
います。

医事薬事室は、北庁舎２階の保健総務課の中
にあります。 医事薬事室ご担当の　鈴木　恵理奈さん

水戸市保健所は、北庁舎と南庁舎からなり、申請を受け付けている各課
は、北庁舎の２階にあります。 階段を上って左折すると、申請各課があります。

環境衛生係は、北庁舎２階の保健衛生課の中
にあります。 環境衛生係ご担当の　田村　葉月さん
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